
美感的判断力の原理 に関す る困惑に.ついて

八 幡 英 幸

はじめに

美および芸術に関する思弁的な興味は,そ の形態こそ変われ,哲 学の歴史 と

ともに古いように思われるQま た,特 に哲学者たちの関心を惹きつけたのは,美

というものに同時に含意された具体性と理念性 とを,ど のように統「的に理解

するかという点であった ように思われる。つまり,そ れ自体としては直接的で

偶然的でさxあ る美的享受が,無 限性や全体性 といった ものへの接近を可能に

するように思われるという点が,い かにも謎めいて見xる のであ.る。本論が扱

うカソトのr判 断力批判』の第一蔀,「美感的判断力(asthetischeUrteilskraft)

の批判」も,ま さにこの種の関心を反映している。

美とい うものの謎めいた外見は,概 念と論理をもってこれを解明しようとす

る思弁的努力に,一 面では自らをxる 美的真理 との遭遇の予感を,ま た他面.

では迷妄の支配する領域に踏み込みつつあるのではないかとの懸念を与xる 。

それゆx,一 方には真実から著 しく遠ざかるものとして芸術を排斥する意見ボ

.プ.ラトン以来存在しn
,.また他方にはシラ.一に代表されるような,美 に人間性の

全体にかかわる大きな期待を寄せる立場が存在するわけである。ま.た,後 者に

連なる立場は芸術の擁護を行なうかに思われるが,美 を概念的に理解可能なも

のに しようとする結果,美 への直接的な関心を哲学的に一般化された関心で置

きzて しまいかねない危険をはらんでいる。

カソトもまた,「美しいものの分析論」をr判 断力批判』.のうちに位置付け

1)プ ラ トンが芸術に対 して冷淡で あった とい う見方 は,お もに 『国家』第十巻595A-

6Q2Bを 論拠 に してい る.た だ し,こ のよ うな解釈 は一 面.的な ものに思われ,こ れに

対立す る解釈 も多い。
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.たとき,こ の第三の批判に課せられた体系上の課題の解決を,.美 とい うものの

解明に重ね合せて期待 していた。その課題とは,思 弁的に際立たされた幾つか

の二 鮒 立 の 間 に 隆 験 嚇 一 性 を 保 耐 る よ うな媒 筋 る いは 中 噸 を見 出

す こ とで あ る。.まず 問 題 に な るの は 認 識 と実 賎 の媒 介 で あ るが,カ ン トの い さ

さか強 引 と も言xる 推 理 に よ って,こ の 両者 の 中 間項 は二 重 の意 味 で美 に,よ

り正 確 に 言xば 美 感 的判 断 力 に関 係 付 け られ る。 す なわ ち,心 的 能 力(Seelen-

vermogen)の 体 系 か ら言 えぽ,認 識 能 力 と欲 求能 力 の中間 に は感 情 が存 在 し,上

級 認 識 能 力(obereErkenntnisvermogen)の 体 系 か ら言 えぽ,.悟 性 と理 性 の

中 間 には 判 断 力 が 存 在 す るの で あ る(cf・KdUXXff.)。 また さ らv"美 感 的 判

断 力 をそ の うち に含 む と考 え られ る反 省 的 な判 断 力 は,概 念 に基 づ く種 別 化 と

具 体 的 な対 象 ㊧ 特 殊 性 の 間 の媒 介 者 で もあ る(cf.KdUXXIVff.)。 見 方 を変x

れ ば,カ ン トは 美 とい うもの の存 在領 域 を,こ の よ うに幾 重 に も折 り重 な った

問題 関 心 を通 じて こそ 画 定 し うる と考 え て いた わ け で あ る。

とこ ろが,カ ン トが 美 感 的 判 断 ヵ に割 り振 った 体 系 上 の位置 は,そ れ に よ っ

て美 や 芸 術 が 直 ち に説 明 され る よ うな もの で は な く,む しろそれ 自体 が 困惑 の

原 因 に な る よ うな もの で あ る。 .まず,感 情 とい うも の は ア ・プ リオ リに説 明す

る こ とが で き な い 「内的 感 官 に属 す る受 容性 」(KdpV102)に 過 ぎず,そ の質

的 な区 別 の基 準 と な る よ うな上 位 形 態 の存 在 が疑 わ れ るQま た,一 般 に規 則 や

原 理 を 所 与 の事 例 に 適 用 す る能 力 と考xら れ る判 断 力 は,た とxど ん な に規 則

が 事 例 に 合 わ せ て 細 分化 され た と して も,そ の細 目の適 用 が そ の都 度 また 問 題

.

に な るの で,結 局 は 客 観 的 な 規則 を持 た な い こ と に な る。 それ ゆ え,序 文 に 明

らか な よ うVim.カ ン トは 「判 断 力 に特 有 の原 理 を 見 出す こ とが多 大 の 困難 を伴

うに ちが いな い こ と」(KdUVII)を 予 想 して いた し,し か も,「 そ の よ うな原

理 に関 す る困 惑 は,自 然 ま た は芸 術 に寓 す る美 しい も の と崇 高 な.もの に関 す る

美 感 的 と呼 ば れ る判 定 に 際 して お もに生 じる」(KdUVIIf.)と も考xて いた 。

とは い え,『 判 断 力批 判 』の 核 心 は この第 一 部 に あ る(cf.KdUVIII)。 例 え

ぼH.メ ル テ ンス の よ うに,「 感 情 の独 自性 にぶ つ か って概 念技 術 者 は為 す 術 も

な くな って しま う」(Mertens150)と い った 見 方 は採 れ な いQか とい って,最

近 ではR.ベ イ ナ ーに 代 表 され る よ うな,判 断 力 に 対 す る楽 天 的 と も言xる 信.
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頼をカントの議論か ら引 き出 しうると考える論調に与 す る こと もで きない。

本論はむしろ,W・ ビーメルとともに;「美しいものの分析論」が美感的判断力

の原理に関す る困惑を本質的な ものとして明ちかにしたことを評価する。そし

て,紙 面の許す限 り,そ れに続 く 「純粋美感的判断の演繹論」を参照 しつづ,.

この困惑に対す るカントめ対応を検討する.ことにする。2;

1.美 しいものの分析論

a)趣 味判断の美感的,反 省的性格

.カントは
,あ るものが美しいかどうかについての判断を趣味判断(Geschmacks-

urteil)と 呼び,そ のような判断を下す能力を趣味(Geschmack)と 呼んでい

る。 また,.こ の趣味判断についての分析.の手続きとして.は,認 識判断セヒついて

そうであったように,「判断作用の論理的機能の導きに従って」(KdU4Anm.)

質,量,関 係,様 態の各契機に関す る分析を行なうことが意味を持つと.考xて

いる。 ところがその一方で,趣 味判断は認識判断とは異り,快 不快の感情を規

定根拠 とする 「論理的ではなく美感的な」(KdU9)判 断だとされる。すなわち,

趣味判断は,論 理的な判断ではないにもかか.わらず論理的な分析を求める,そ

の意味では認識判断と同様の権利を要求する美感的判断と見なされるのである。

さて,趣 味判断の質について言えば,ま ず第一節の冒頭から,こ の種の判断が

美感的な,つ まり快不快の感情を規定根拠 とする判断であるとい う限定がなされ

ている。それゆxこ こでは,快 不快の感情とい うものの位置付けを確認 し,こ

の冒頭の限定の意味を検討 しなけれぽならない。さらにその上で,.感情に規定

された判断一般の うちでも.,一切の関心を離れた満足に基づくものだけが趣味

2)cf.HelgaMertens,. ."Ko皿mentarzurErstenEinleitunginKantsKritikderUrteils-

kraft".(1973).反 省 的 判 断 カ ー 般 に 関 しては,こ の 著 作 に は 興 味 深 い 点 が 多 し・。 な お,

訳は 副 島善 道 氏 に よ る邦 訳(isss,行 路 社)に 従 った 。

cf.RonaldBeiner,"PoliticalJudgement"(1983).カ ソ トの政 治 に 関 す る 考 察 に,

判 断 力 に求 め られ るべ き熟 慮 の原 理 が欠 け てい る とい う指 摘 の部 分 は的 確 な もの に思

われ る。 邦 訳(1988,法 政)あ り。

cfWalterBiemel,"DieBede晦DgvonKa皿tsBegr廿ndungderAsth南k伽die

PhilosophiederKunst"(1959).
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判断と呼ぼれるという,そ れに続 く限定の意味を も検討 しなければならな～・。

カン トは快不快 の感情を,認 識能力,欲 求能力 とともに人間の心の働きを構

成する能力のうちに数xる 。 この うち,先 行する批判によって解明された後の

二つの能力の特徴 は,あ る対象(Gegenstand)の 表象を認識および意志の客

.体(Objekt)に 結び付けるところにある。 これに対 し,快 不快の感情とは,「主

観が表象によって触発されるがままに自分 自身を感 じる」(ebd.)こ とであるに

過ぎない。それゆx,あ る対象め表象が意識されていようと,そ れが単に感情

に結び付けられているだけで認識能力や欲求能力が働かなければ,表 象の客体

は問題にならないことになる。例xば,そ の.ような条件で行なわれると考xら

れる純粋な趣味判断においては,美 しい事物が快をひき起こす とは言えない。

そのような因果性が問題になるためには,別 途認識能力が働いていなければな

らないからである。

しかし,実 際の人間の心においては,表 象関係に即して原理的に分類された

このような三つの能力の働 きが複雑に絡みあっているはずである。それゆx,

現に行なわれている趣味判断が,単 に感清を規定根拠とする全 く美感的な判断

tと は考えにくい。例えば,後 に用いられる「一部知性化された趣味判断」(KdU

55)と いった.表現には,.こ のような実際の趣味判断の性格が示されている。だ

がカン トは,そ のような混合的な判断の事実から認識能力および欲求能力に属

する要素を取 り除き,.快不快の感情だけを規定根拠とする純粋な趣味判断を摘

出しようとしている。それは,こ のような手続きにより趣味判断の特質が際立

った仕方で指摘 されることが期待 され,ま たこれまで消極的にしか考えられて

こなかった感情の働 きの うちには,.そ の原理が見出されるかもしれないからで

ある。

このようY"r趣 味判断は美感的である」(KdU3)と い う冒頭の限定は,ま

ず趣味能力を認識能力および欲求能力か ら切断するとい う意味を持 っている。

このことをふまxて 言えぽ,「 趣味判断を規定する満足は一切の関心(lnteresse)

を離れているJ(KdU5)と い う第二の限定は,厳 密に言えば冒頭の限定以上の

内容を持つものではない。なぜなら,単 なる美感的判断においては,意 志が向

戸・うぺき 「ある対象の現実存在(Existenz)の 表象」.(ebd.)と いった客観的な
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ものは存在せず,そ れゆx関 心は生 じないからである。とはいxこ の限.定は,

関心を離れた満足とい う表現を示すことによって,快 不快の感情の動きを他の

能力から独立に捉えるよう促 し,趣 味判断.の特質の解明に端緒を与xて いる。

そ ういうわけ一c趣 味判断の質を分析する議論の大半は,関 心を離れた満足

を関心に結び付いた満足か ら区別することに費や されている。後者に数xら れ

るのは,感 官の傾向性に応 じて生 じる快適なものについての満足と,そ のよう

な快適なものの概念に規定されて生 じも有用なものについての満足,お よび,

道徳法則に規牢 されて生 じる尊敬の感情に伴 う満足である。道徳哲学において

厳格に区別 され.たこれらの感情は,今 度は一括 して趣味判断の規定根拠から外

される。.これ らに共通する特徴をあげれぽ,ま ず第」存こは,客 体が主体に及ぼ.

.す好都合な影響によって満足が生 じるということがある。それゆえ第二には,

満足が感情のその都度の働 きとして生 じるのではなく,む しろ満足の客体およ

びその概念が,予 め欲求能力との関係で知られるとい うことがあ.る。 したがっ

て第三には,こ の種の満足は 「必要(Bediirfnis)を 前提とし,あ るいは生み出

し」(KdU115f,),そ の必要が人間を否応なく駆 り立てるということがある。

これに対 して,趣 味判断を規定する美しいものについての満足は,以 上のよ

うな特徴は持たない。まず,「あるものが美しいかどうかが問題になる場合,わ

た したちが知ろうとするのは,そ の事物め現実存在がわたしたちあるいは他の

人にとって好都合かどうか,ま た好都合でありうるかどうかといったことでは

ない」(KdU5)。 また,あ るものの有用性あるいは道徳的な善さを判断する場

合には,予 め 「そo対 象がどのようなものであるべきかを必ず知っていなけれ

ぽならないが,(… …)対 象の美を看取するためにはそのような必要はない」(KdU

lO)。 むしろ趣味判断においては,問 題は,「対象の単なる表象が私の うちで満

足を伴っているかどうかということ」(x:dU6)で ある。このような趣味判断の

特質は,そ れを規定するものが単に快不快の感情であるということによって説

明され,こ のこ.とは第一節冒頭からの限定の妥当性を示 している。

既に見たことからすれぽ,美 しいものとは,そ の表象が関心に依存しな.い種

類の満足を与xる ようなものだと言 うことがでぎる。だが,こ のような定義に

疑問がないわけではない。関心を持たない主体v:,単 なる表象がどのようにし
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て満足を与xる のだろ.うか。また1ど のような表象が満足の対象になるのだろ

.うか。挙なる美感的判断の場合 対象の表象は直観されていなければならない

が,そ れはまだ概念の下に置かれてはいないはずである。しか.し,単 に表象を

直観しているだけで,趣 味判断を規定しうるような質的区別を持った満足が生

じるだろ うか。こ弔ではさらに,.表象の受容を琴機として感情を触発するよう

な満 足の根拠 となる主殿 騨 嘱 きが想定されて!'る ように思われる・ま

.たそのようなものとしzは,「p7r与 の表象を主観性内部で,心 性が自らの状態を

感得しつつ意識 している表象能力の全体に照 らし合わせる」(KldU5),観 想

(Kontem7・lation)ま た!源 省(R・fl・xi・n)と 呼}熱 礪 き に注 目鍋 こ とカミ

できる。.

質に関する分析においては,こ の観想あるいは反省の働きの内実は明.らかに

はな槍 い・しカ'し,塾 自体 と喀}幾 容的な脚 でしかない感情が・
.対象

に関する判断とい う能動帥な働 きの規定根拠となるたあには,感 清の基底に何

5か の自発性がなければならないのは明白である。しかもその自発性は,客 体

にかかわる欲求能 力や認識能力に属す るものであってはならない。単に 「関

.心を脚 た」と1'うだけではなく 「自由なJ(KdU15)と も糖 されるゆ な

満足の基底に㌃は,む しろ,対 寒に直面しつつある主体に向けられた反省の自発

性が隠されているはずであ.る。

b)概 念なき普遍性

質に関する翁析で示された趣味判断㊧美感的,反 省的性格は,次 に,そ の量

に関する特性に関連付けられる。ここで新たに分析 される趣味判断の量的な特

性 とは,ま ず 「その普遍妥当性を考zる;と なしには,.誰 も美 しいという豪現

を用いようとは思わない」(KdU22)と いうことである。 このことからは,「美

しいものについては,判 断者はま.るで美が対象の性質であるかのように語 り,

また,そ の判断が論理的判断であるかのように語る」(KdU17f.)と いうこと

が帰結する。このように趣味判断に論理的判断との類似性が見 られ るとい うこ

とは,趣 味判断に論理的な分析手法を適用するうxで 不可欠な,つ まリカソト

にとっては基本的な事実認識に馬する。

しかしながら,趣 味判断はあくまでも美感的であり,そ れゆえ常に単称判断
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に とどま らざ るをxな い。 そ れ は,.「趣 味 判 断 に お い て は,私 は 対 象 を 直 接 に 私

の快 不 快 の感 情 に つ き合 せ なけ れ ば な らず,し か も概 念 に よって そ うす るの で

は な い」(KdU24)か らで あ る。 そ の よ うな単 称 判 断 の普 遍 妥 当 性 は,概 念 に

基 づ いて得 られ る普 遍 性 と同 じ もの で は あ りzな い。 概 念 に基 づ く判 断 に は ま.

ず,r所 与 の 概 念 に 含 まれ る一 切 の もの に妥 当 す る」(KdU23)こ とが 求 め ら

れ る。 また そ うなれ ぽ,そ の判 断 は,「 あ る対 象 を そ の概 念 に よ って 表 象 す る全

て の人 に妥 当 す る」(a:a.o.)こ と に な る。 と ころ が,美 ζい う述 語 は む しろ,

直 接 に 「判 断 者 の全 範 囲 に広 げ られ る」(KdU24)の で あ る。 .この よ うに 直接

に判 断 主体 に か かわ る普 遍 妥 当 性 は,判 断 の 公 共 性(cf.KdU22)で あ る とか,

一 般 的 意 見(allgemeineStimme)と の一 致 で あ る とか ,ま た は 普 遍 的 な伝 達

可 能 性(Mitteilbarkeit)と 呼 ば れ るほ うがむ しろ 自然 だ ろ う。

と こ ろで,量 に関 す る分 析 の 冒 頭 で は,美 しい もの に関 す る満 足 の 普 遍妥 当

性 が,そ の満 足 が関 心 を 離 れ て い る とい うこ とか ら直 ちに 帰 結 す るか の よ うに

説 明 され て い る。 確 か に この 場 合 欲 求能 力 の特 性 に従 って 予 め満 足 の 客体 が

決 ま るわ け で は な い ので,「 判 断 者 は そ の満 足 の根 拠 と して,彼 の 主 観 だ け が

依 存 す る よ うな 私 的 諸 制 約(Privatbedingungen)を 見 出 せ な い 」(KdU17)

だ ろ う。 しか し既 に見 た よ うに,単 に 関心 を離 れ て 感 情 に 依 拠 す るだ け で は,

判 断 を 可能 にす る よ うな 満 足 の 質 的 区 別 は生 じな い。 こ こで は さ らに,自 由 な

満 足 の 基底 に予 想 され る反 省 の 自発 性 に注 目 しなけ れ ば な らな い 。 この反 省 の

働 き以外 に は,.積 極 的 に 趣 味 判 断 の 普遍 妥 当性 を示 す よ うな,「 他 の どの人の場

合 に も前 提 す るこ とが で きる よ うな根 拠 」(a・a・o.)は 求 め られ な い は ず で あ るQ

この反 省 の働 きの 内容 は,カ ン トが趣 味 の批 判 へ の鍵 と呼 び,第 九 節 で取 り

扱 って い る問題 を検 討 す る こ とに よ って幾 分 明 らか に な る。 す な わ ち そ れ は,

趣 味 判 断 に際 して は,対 象 に つ いて の快 不 快 の感 情 とそ の 普 遍 的伝 達 可 能性 の

意識 とzは いず れ が 先 行 す るの か とい う問 題 で あ る。 この 問 い へ の 答 そ の もの

は 簡単 で あ る。 す なわ ち,前 者 が観 者 の根 拠 に な る こ とは な い の で,両 者 の関

係 が 必然 的 で あ る とす れ ば,後 者 が前 者 の根 拠 で あ る と考 え な け れ ば な らな い。

言 い換 えれ ば,.所 与 の表 象 につ いて の心 情 状態(Gemutszustand)が 普 遍 的 に

伝 達 され うる とい う意 識 が,そ の対 象 につ いて の 快 の 原 因 とな らな けれ ぽ な ら
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ない。要す るに,.これまでその関係が不明瞭だった対象の表象とそれに関する

満足の間v".表 象を受容 した際の心情状態をその伝達可能性について判定する

反省の働きが介在すると考えら.れるのである。

だがここには,大 きく言って二つの疑問がある。その一つは,心 情状態の伝

達可能性はどのよ.うにして反省され,ま た判定されるのかという.疑問である。

もう一つは,伝 達可能性の意識がなぜ快に結び付 くのかという疑問である。こ

の うち後者の問いは,趣 味判断の量に関する分析の枠をxて お り(cf.KdU

30),そ れへの解答はこれに続 く関係.に関する分析に持ち越される。

伝達可能性に関 しては.,カ ントは認識判断を基準に考えざるをxな いと考え

ている。「な蛯なら,表 象は認識に属する限りにおいてのみ客観的なものになり,

また表象はそのようにしてだけ,.あ らゆる人の表象力がそれに合致するよう求

められる普遍的な関係点(Beziehungspunkt)を 持つか らである。」(KdU27f,)

この普遍.的な関係点 と.は,直観の多様をまとめあげようとする構想力と,概 念

に従って表象を結合する悟性 との間に生 じるべき,認 識にとって不可欠な主観

内部での調和(Harmonie)を 意味ナる表現である。だがここでは,認 識判断に

伴 う心情状態が問題なのではな..い。言い換えれば,概 念およびその図式に従っ

て機械的に再現され,通 常は意識 もされない調和が問題なのではない。そうで

はなく,あ る対象の直観を契機にした 「構想力と悟性の自由な戯れ(Spiel)の

うちに」(KdU29),あ たかも概念に規定されたかのような調和状態が生 じ,.ま

た反省がそれを察知する際に,そ の伝達可能性が意識されるということ.が重要

なのである。.

結局のところ,趣 味判断における先決事項である心情状態の伝達可能性の判

定基準は,認 識一般(Erkenntn.isuberhaupt)の 主観的制約のうちに求められ

るが,.こ れは概念の図式のように正確に機能するものではない。 というのも,

認識一般とは経験的には不定の認識を意味 し,そ のようなものの主観的制約は,

「交互の調和によって生気づけられた二つの心的能力(構 想力 と悟性)の 軽やか

な戯れ」(KdU31)と いった曖昧なものとしてしか意識されないからである。

しか し,心 情状態に関する判定 とはいえ,曖 昧な基準しか持たないとあっては

判定の名に価 しないほずである。それゆえここでは,経 験的には曖昧なものと
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して しか意 識 され な い判 定 基準 が,趣 味 判 断 の 可 能 性 の 上 か らは厳 密 な.もの と

して存 在す る こ とが 要 請 され る とい うこ とに な る。 しか しそれ は,理 念 と して

要 請 され るに 過 ぎず,「 趣 味 判 断 を 下 して い る と信 じて い る人 が,実 際 に そ の理

念 に ふ さわ し く判 断 してい るか ど うか が不 明確 な場 合 もあ るだ ろ う。」(KdU26)

c)目 的 な き合 目的性

さて,関 係 の 観 点 か らの趣 味 判 断 の 分析 は,量 に関 す る分 析 に お い て た だ推

論 され るに と ど ま って いた,伝 達 可 能 な表 象諸 力 の調 和 状 態 に つ い て の 意 識 と

快 の感 情 との 関 係 を解 明す る。 と こ ろが,こ の関 係 は先 には 因 果 関 係 と して推

論 された に もか かわ らず(KdU§9),こ こで は両 者 の 同一 性 が主 張 され る(KdU

37)。 そ の際.には,前 者 は 「合 目的 性 の形 式(FormderZweckmal3igkeit)」 ま

た は 「形 式 的 合 目的 性(formaleZweckmaf3igkeit)」 の 意識 とい う表 現 に置 き

換 えられ てい る。ところが,後 に美 しい事 物 の 「形 式 の合 目的 性(Zweckmal3igkeit

derForm)」 が論 じ られ る際 には,再 び快 の感 情 を もた らす 因果 関 係 が 問 題 に

な る。31.

この よ うな錯 綜 した 印象 を 与xる カ ン トの議 論 を解 釈 す る際 に は,注 意 す べ

き点 が二 つ あ る よ うに思 わ れ1る。 第 一 点 と して は,伝 達 可 能 な表 象諸 力 の調 和

状 態 とい う契機 は,こ れ ま での 分 析 の 結 果 か ら二 重 の意 味 で捉xら れ な.けれ ば

な らな い とい うこ とが あ る。 す なわ ち,経 験 的 な伝 達 可能 性 の意 識 と,理 念 的

には 厳 密 で な け れ ぽ な ら な い伝 達 可 能 性 の 判 定 との 間 に は断 絶 が あ る。 ζ の よ

うな断 絶 が 生 じた の は,趣 味 判 断 の事 実w含 まれ る反 省 の働 き を分 析 して も,

趣 味 判 断 が そ の 可 能 性 の上 か ら要 求 す る よ うな 根 拠 は 見 出 され な か った か らで

あ るQま た 第 二 点 と しzは,カ ン トの議 論 の順 序 が,.こ の 関 係 に 関す る分 析 に

お い て は これ ま で と逆 転 して い る こ とが あ る。 つ ま り,事 実 分析 か ら可 能 性 の

根 拠 へ と進 む の で は な く,ま ず理 念 的 な根 拠 の解 明(§10-12)を 行 な った後4"

経 験 的 な事 実 の分 析(§13-17)に た ち戻 って い る の で あ る。 この こ とか らは,

この 関 係 の分 析 が趣 味 判 断 の 分析 に お い て 占 め る特 異 な位 置 が 推 測 され よ う。

3)「 合 目的 性 の形 式 」 と 「形 式 の 合 目的 性 」 の 断絶 は本 質的 な問 題 だ が,.両 者 を 明 確

に対 比 した のが,W.ビ ー メル の上 掲 書S.47ff.で あ る。
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これまでに見てきたところでは,感 情そのものに関す る定義 としては,「主観

が表象によって触発 されるがままに自分自身を感じる」(KdU4)こ と≧いうも

のがあった。また,趣 味判断の美感的性格は,こ のような主鶴の内部に限定さ

れた感情の定義に即して分析 されてきた。 しか し,一 切の関心を離れた満足 と

いった特殊な場合を想定 しなければ,快 は一般的には目的の実現や欲まゐ充足

に結び付けτ考xら れるはずである。カン トも,序 論ではそりような角度から.

快の感情を捉xて いる。「あらゆる意図の達成には快が結び付 く。」(KdUXXXIX)

しかし このよう姉 識瞬 肺 を匡 観性の自己騰 としての感醐 創 こう

まく接合することができるだろ.うか。

関係の観点か らの趣味判断の分析の冒頭では,ま ず目的および合 自的性一般

についての説明と,そ れセと関連する形での快の理解が示 される。それにより,

こ昨まで実践おタび認識から切師して捉zら れてきた感情の働きに関 して,こ

の切断された関係を一定回復するような説明が与えられることになる。まず合

目的性とは,「ある概念が持つ,そ の客体に関する因果性」(KdU32)で ある。

また,こ の種の因果性においては,「結果の表象がその原因の規定根拠となり,

これに先立づ」(ebd.)。 そして探 とは,「主観の状態に関する表象が,主 観を同

一の状態に保 とうとするような因果性を持つとい う意識」(KdU33)で ある
。

つまり,快 一般を構成するのは,主 観の状態が主窺 自身を生気づけるような合

目的性を帯Uて いるとい う意識なのである。

ここで快を構成すると考えられている合 目的性の意識は,や は り客観的な関

係の認識をそれ自体に含むものではな く,単 なる表象諸力の運動の意識だと考

えなければならない。ただ.し1こ の単なる運動の意識が,客 観的に合目的的な

因果性に対応 していたn,ま た逆に行為の因果性に転化することはありうる。

つまり,目 的の達成は理性と悟牲が一致す ることとして感得され,そ の調和状

態の持続が主観を生気づけるだろ.うし,ま た,快 の契機となる表象の客体に関

する認識が得られれば,快 はその客体の獲得を目的とするような意志の規定根

拠になるはずである。しかしここでは,そ のような実質的な合目的性との関連

が問題なのではない。むしろ,一 般的には目的 との関係を持つと考えられる快

の感情から,実 質的な目的への関係を差 し引い準結果,何 が残るかが問題なの
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である'O

カソトは,客 体 としての目的が合 目的性の質料 と見られることから,趣 床判

断を規定す るような快を構成す る意識を,形 式的合 目的性または合 目的性の形

式の意識 と呼んでいる(KdU35)。 このことに よn,快 そのものと.も言えるこ

の種の快が,序 論において 「判断力の超越論的原理」(C{.KdUXXIXff.)と 位

置付けられた自然の形式的合 目的性に関係することが察知されよう。 この原理

は,「知覚が提示する特殊なものに対 してほ普遍的なものを見出し,ま た多様

なものに対 しては原理の統一孕こ基づ く結合を見出すとい う,自 らにとって必然

的な任務に就いている人間の悟性への適合性」(KdUXXXVII)が,自 然の諸

形態に期待 されるという見通 しを立てるものである。また,こ の期待が特殊法

則り発見という形で実現されれぽ,そ れは,実 践的な 目的の実現による快 とは

異る種類の,し かも普遍的に伝達可能な「非RYAし い快の根拠となる」(KdU

XL)だ ろう。

無論 この原理は,.経験一般の可能性の制約を含むとい う意味での超越論的原

理ではなく,む しろ,そ みよ.うな悟性に属する原理に従って生 じる経験の,特

殊性または多様性の側面を評価す るための原理である。また,悟 性に属する超

越論的原理は,客 体の認識を構成す る原理 として自然へと指令 されるが,自 然

の形式的合目的性の原理は反省的な(reflektierend)判 断力の自己自律(Heauto-

nomie)の ための原理である。つまりそれは,「 自然の諸法則に関す る反省が,

自然をその制約に順応させるのではなく,自 ら自然に順応する」(KdUXXVII)

ためv"単 に理念的にではあるが前提せざるをxな い原理なのである。

しかし,.判断力の超越論的原理の導 きによる特殊法則の発見に伴 う快が,趣

味判断を規定する快と同一の感情であるとは考zら れない。趣味判断において

は,む しろ客体に関する認識の成否には関わ りな く,あ る対象の表象を受容 し

た表象諸力の戯れのうちに快が感得 され る。っまりこり快は,そ れ 自体 として

は認識を構成せず単に反省を導 くだけの超越論的原理が,あ る対象について現

実 に 有 効 だ とい う感 覚 で な け れ ば な らな い。 言 い 換 え れ ば この ζ き,あ る対 象

と主 観 との 間の認 識 以 前 の関 係 が,自 然 の形 式 的 合 目的 性 とい う理 念 の表 出(Dar-

stellung)と して 意識 され て お り,こ の意 識 が ま さに快 そ の もの な の で あ る。
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カン トは,こ のような推論から,趣 味判断を規定する味は尊敬の感清と同様

に 「ア ・プリオリな根拠に基づいて」(KdU35)お り,そ れゆえ普遍的に伝達

されるとい う見解を示している。だがここで,ア ・プ リオリな認識とい うもの

と同様の権利を持つものとして,感 情の上位形態が画定されたと考えて.よいの

.だろうか。感情の上位形態の存在に関するカソトの見解は,尊 敬の感情につい

てのそれですら,「単なる知性的理念が感情に及ぼすその ような影響は思弁的

理性にとっては解明し難い」(KdpV142)と い う留保を伴っている。しかしこ

れは,理 念から感情への,.あ る対象を契機 とした実在的な因果性についての留

保であって,こ の種の結合の可能性自体が疑われているわけではない。このこ

とは,趣 味判断を規定する快についても同様である。つまり,可 能性の上から

言えば,こ の種の快はア 。ブリオ リな根拠を持ち,感 情の上位形態にあたる。

ところが,現 実セごは,こ め種の感情もある対象の表象の受容を契機として生起

し,経 験的にだけその根底にある理念の表出を意識 させる。それゆx,ど のよ

うな対象の表象が快の契機になるかに,ア ・プ リオ リには洞察できない。.

より詳 しく言xぽ,実 際の趣味判断においては,快 そのものであるような理

念の表出の意識がただちに与えられるわけではなく,本 来いかなる理念とも無

縁であるはずの経験的な知覚を契機に,ま ずア・プ リオ リな根拠を持つ快が他

の感情から分離されなければならない。しかもその際には,質 や量の分析で検

討.された ような単.に心理的な徴表しか判定基準がないOす なわち,満 足が関心

を離れて.いるという意識であるとか,表 象諸力の軽やかな戯れの意識であると

か,こ れらから帰結する心情状態の普遍的伝達可能性の意識であるとかがそれ

である。このような事情から,美 しいものについての満足 と理念的には同時に

与えられるはずの心惰状態の伝達可能性の意識が,先 には趣味判断における先

決事項であると考xら れ,快 の原因にな.らねばならないと考えられたのである。

このような先後関係は,具 体的な対象の美しさについての判断を行なう場合に

は,「単なる経験的な満足がその規定根拠に混入されない」(KdU39)よ うに

するため,そ の都度できる陳 り厳密に意識される必要がある。

ところで,関 係についての分析においては,カ ントは単に快の感情のア ・プ

..リオ リな根拠について論 じるだけではなく,他 の契機としての対象に関する形
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式 と質料の区別にも言及す る。そしてカン トは,対 象の形式に関する満足だけ

を純粋な趣味判断の規定根拠として認めている。すなわち,「感官の対象の一

切の形式は,形 態(Gestalt)か もしくは戯れ(Spiel)で あり,ま た後者 として

は,形 態の戯れ(空 間における,身 振 りや舞踊)か あるいは単なる感覚り戯れ

(時間における)が ある。色彩や楽器の快い音色の刺激がこれに加わ りうるとし

ても,形 態としては図案(Zeichnung)が,ま た戯れとしては曲の構成(Kom-

position)が 純粋な趣味判断の本来の対象である。」(KdU42)こ のよう.な対象

における形式と質料の区別は,そ れ自体としては直観形式および純粋直観 とし

ての空間と.時間に関連しているが,.そ の幽方で,快 として意識 される合 目的性

に関する形式と質料の区別に対応するものと考xら れているわけzあ る。

先に見た合 目的性の形式という表現は,実 質的な目的(合 目的性の質料)を

離れた合 目的性,つ まり,主 観内部の状態が主観自体を生気づけるものとして

感得 されることを意味していた.。そのような状態がしかも普遍的に伝達可能な

ものとして感得されるための現実的契機がどのようなものであるべ きかは,や

はり主観に属する必然的制約に即して考えられるべきだろう。このように考え.

れば,も とより客体および概念を離れた趣味判断に際しては,確 かV=判 断者は,

対象の単なる知覚における形式的なものとしての空間および時間を重視せざる

をxな いことになる。しかしながら,こ の推論を一歩客体.の側におし拡げ,色

彩や音を質料的な要素に数x,図 案や曲の構成を形式に数えるといった割り切

りかたをするのは問題的である。それは,色 彩 より図案が空間的であるとか,

単なる音よりも曲の構成が時間的であるなどとは断言できないからである。こ

の点に関 しては,カ ント自身の見解も,特 に第三版で改訂(あ るいは校正)さ.

れた箇所(KdU40)な ど,あ まり明確なものとは言えない。4〕

とはいz,こ のような議論は,こ れまで快の単なる契機としていわば括弧に

入れ られていた,趣 味判断の具体的な対象に目を向ける手掛か りにはなる。装

4).色 彩 お よ び 音 に 関 す る カ ソ トの 見 解 は,オ イ ラ ー の 理 論 的 発 見YL依 存 して い る 。 こ

の 点 に 関 し て は,cf,TheodoreE,Uehling,"TheNotionofForminKant'sCritique

ofAestheticJudgement"(1971),p.21ff,
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飾についての考察(KdU43)や 対象の完全性に着 目する美学の否定(§15),自

由美 と付随美め区別(KdU48f.)な どといった より具体的な議論がこれに続 く

のはそのためである。例えばカント43,「多 くの鳥や,海 にい る多数の貝類は自

立的な美」.(KdU49)で あるが,「 ある人間の美しさやある建物の美しさは,

その事物がどめようなもの.であるかを規定す る目的概念 つまりその事物の完

全性の概念を前提 しており,.したがってとれ らは付随美」(KdU50)だ として

いる。 このような考察は,概 念による趣味判断の規定を拒む主張を含むもので

はあるが,そ れ 自体が趣味判断を規定 しかねない危険性を持 っている。また,

そもそも概念を離れて人体や建築に向き合 うことは必ずしも不可能 とは思われ

ない。いずれにせ よ,こ のような見解は,こ こではあまり強 くとることはでき

ない。.趣味判断の対象については,形 式的合目的性の意識を基準にする限 り,

何ひとつ としてナ ・プ リオ リに語ることはできないからである。

d)法 則なき必.然性

次に,様 態に関する分析を検討 しよう。 ここではまず,趣 味判断の事実に含

意 された普遍性 と並ぶもう一つの権利要求が扱われる。それは,「美しいもの

については,わ た したちは,.そ れが満足への必然的関係 とでも言 うべきものを

持つと考xる 」(KdU62)と いうことであるCす なわち,問 題 となるのは,「何.

が満足をmix,何 が満足を与xな いか」(KdU69)と いうことに関する,判 断

の対象 と判断との対応ゐ必然性である。 ところが;「 何が固体で,何 が固体で

ないか」 といったことに関す る判断の必然性の制約とな.るような,客 体を構成

す る法則を美 しいものについて考えることは,既 に見たように趣味判断の美感

的な特質 と両立 しない。それゆx,趣 味判断の必然性とは,法 則を前提 としな

い自由な満足に,自 ら法則に従 って対象を取捨澤択しているかのような,あ る

種の合法則性の意識が伴 うことでなけれぽ.ならない。.

.このような事情は
,単 称判断 としての趣味判断の普遍性が,単 なる心情状態

の伝達可能性の意識 として考察 されたのと同様である。ただし,趣 味判断を規

定する満足そのものの伝達可能性は,理 念的には形式的合目的性の意識によっ

て保証されている。これに対 して,こ こで問題になっている必然性には,そ の

ようなア ・プ リオ リな根拠からの正当化ぽ望めない。 というのも,こ の必然性
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には,快 の感情が生 じる根拠ではな く,そ の現実的な契機としての個別的な対

象との関係が含意されており,こ れはその都度意識されるほかないからである。

しかし,そ のような差はあれ,こ れ ら二つの権利要求はいずれにせ よ独断的に

主張されるようなものではない。む しろ,そ のような要求を満たす よう.な判断

を下すことができる心情状態を反省によって見出し,判 断をその理念的な根拠

に忠実なものにす ることが,趣 味判断における先決事項なのだと考xら れる。

しかし,そ のような反省は何を基準に行われるのだろ うか。伝達可能性に関

する反省のための基準は,.認 識一般の主観的制約 としての構想力.と悟性の調和

の うちに求め られた。ただ し,単 なる表象諸力の戯れの結果に,ど の程度の基

準 としての信頼性があるのかは疑問であった。.ところが,こ こでカン トは,や

はり表象諸力の戯れの結果 として感得 されるもの(Ge-fiihl)で ありながら,同

時に規範的な性格を備えた感官(Sinn)を も意味する,共 通感覚(Gemeinsinn)

という両義的な理念を提示する。詳しく言えば,ま ず共通感覚は,「構想力と悟

性 との(一 方が他方によって)隼 気づけられる内的関係が,そ のうちで(所 与

の諸対象の)認 識一般に関 して双方の心情力にとって最適な状態になるような,

そのような一つの比例(Proportion)」(KdU66)に 対応する感情だと考xら れ

る。また,こ の感情は比例設定の原理としz,ま さに各人に共有されるべき一

種の感官として想定される。.そしてカソ トは,概 念に基づ く認識に対応する心

情状態の伝達可能性を傍証と.してあげ,.「感情の普遍的な伝達可能性は共通感

覚とも言 うべきものを前提するので,共 通感覚ぽ根拠をもって想定されること

ができる.」(ebd・)と,ひ とまず楽観的な見通 しを述べている。確かに,そ のよ

うな内的な調和の感覚でありつつ各人に共有される感官でもあるようなものを

想定すれば,趣 味判断の美感的特性 も.,その権利要求も,共 にそゐ一面におい

て説.明することができるだろう。 しか し,趣 味判断の現実的な可能性を弁護す

る決め手となるはずの,こ の共通感覚とい う理念を統一的に理解することは非

常に難しい。

まず,共 通感覚が規範的な性格を持つものとして想定 されると言っzも,そ

れは満足を先行規定する感官として実在措定 されてはならない。なぜなら,そ

うなれば趣味判断の特性が客観的に決定されることになるからである。むしろ,
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自由な満足に依拠しつつも判断の名に価する判断を下 しうるとい う意識が先行.

し,そ のような意識がその都度ある種の規範の存在を示唆する。ところがまた,

そのような意識が生じる可能性は,や はり共通感覚の感官としての存在を前提

しなけれぽ説明できない。要す るに,わ た したちは共通感覚の二つの側面のい

ずれを無視することもできないが,そ れゆえにそのいずれを承認することもで

きないのである。趣味判断の可能性にこだわって感官を先行させれぽ満足の自

由が否定されるが,か といって,共 通感覚を単なる調和の感情の うちに解消す

れば判断の成立を不可解な飛躍 と考xざ るをxな.く なる。

実際カソトは,こ のような解答不能に思われる二者択一の問いを 「美しいも

のの分析論」の最後になって提示し(KdU67f,),こ れに対する解答を一時留保

している.。常識的に考zれ ば,こ の解答は,以 上の分析をうけてその権利承認

を行な う.と考えられる 「純粋美感的判断の演繹論」.に求められるだろ.う。とこ

ろが,こ の留保がいつまで続 き,ど の段階でこ.の問いに対する解箸が与xら れ

るのかは少しも明確ではない。 とはいえ,.「共通感覚 というこの未規定な規範が

わたしたちによって実際に前提されていることは,.わ たしたちが潜越にも趣味

判断を下そ うとすることによって証明されている」(KdU67)。 言い換 えれば,

「私は私の趣味判断を共通感覚による判断の一つの例(Beispiel)と して示して

おり,・それゆx私 は自らの判断に範例的(exemplarisch)な 妥当性を付与 して

いる」(ebd.)わ けであるC

2.二 重の演繹

「純粋趣味判断の演繹論」には,直 接演繹の課題や方法を説明し,か つこれを

遂行した部分(§30-38)と,.感 情の伝達可能性や美への関心を糸口に天才およ

び芸術につし.・て論 じた部分(§39-54)と が含まれている。前者は,い わば超越

論的演繹 とでも言 うべき性格を持.っており,一 種の綜合判断としての趣味判断

の根拠付けを目標 とする。それは,「趣味判断は客体の概念を越x,ま たその

直観さxも 越えて,ま ったく認識でないもの,つ まり快(ま たは不快)の 感情

を述語としてこの直観に付加」(KdU148)し,し かもその結合を普遍的に妥当

なものとして主張するからである。また後者は,単 に芸術学的な考察と見られ
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がちだが,実 は前者によって解決されなかった演繹に属する重要な問いv"歴

史的な範例を示すという仕方で解答を与える役割を果た している。それゆx,

後者は前者を補 うものとして、範例的演繹 とでも呼ぶのが適当だろう。51

まず,超 越論的な演繹が趣味判断の演繹 として不十分なものだとい うことは,

そこには 「美 しいものの分析論」で示 された困難な問題への解答が示されてい

ないとい うことによって察知 されるQカ ントはそこで,そ の都度与えられる契

機 としての対象と快のア ・プリオ リな根拠 との間の断絶の問題を,ひ いては共

通感覚に関する不可解な二者択一の問題を,自 ら掲げた演繹の課題の達成を事

実上放棄することによって回避 しているように思われる。この演繹で論証され

たと主張されている内容は,「わたしたちに見出されるのと同一の判断力の主観

的制約を,普 遍的にあらゆる人間に前提する権利がわたしたちにあるというこ

と,そ しzさ ら4"わ たしたちがζの制約の下に,所 与の客体を正しく包摂 し

ているということ,」(KldU152Anm.)こ の二点である。このうち前者は,(こ

れは関係についての分析が確認した こ.とだが,)快 として意識 される形式的合 目

的性の,.超越論的原理 としての普遍性に言及することによって論証 されている。

だが後者は,.新 たな論拠が何一つ提示されていな.い以上,相 変わ らず共通感覚

をあxて 前提することによってしか承認されないはずである。fi

それゆx,も しカソトが,演 繹の遂行はこの超越論的な演繹の部分だけセと限

られると考xて いた.とすれば,.趣味判断の根拠付けを断念しなければならなか

ったはずである。ところがカントは,こ の演繹は 「非常に容易」(ebd.)で ある

と述べており,明.ら かにその成立を是認している。 このような安易な是認は,

それまでの議論の流れから見て驚 くべきものに思われ る。だがまた,こ の是認

がなされた箇所v`は,後 の議論に繋る次のような留保が見出される。「自然をア・

プ リオ リに趣味の対象の総体として想定することがいかにして可能かと問われ

5)A.ジ ェ ノ バ は,こ の 二 重 の 演 繹 ≧ い う解 釈 を,体 系 的 演 繹 と 非 体 系 的 演 繹 と い う表

現 で 明 確 に 主 張 し て い る 。cf.A.nthoロyGenova"Kant'sTranscendentalDeduction

ofAestheticalJudgement"(1971),

6)第38節 の 演 繹 の 欠 陥 を 指 摘 し た も の と し て は,cf.WolfgangBartuschat,"Zum

SystematischenOrtvonKantsKritikderUrteilskraft"(1972),S.133ff.
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れ ば,こ の 課 題 は 目的論(Teleologie)に 関 係 す.る(… …)。 だ が,こ の.ような

想 定 の 正Lさ は な お 非 常 に疑 わ しい(・一)。 」(KdU152f.Anm,)こ の留 保 は,

それまでの議論にはなかった画期的な内容を含んでいるCつ まりそれは,対 象

を契機 とする美感的な意識にではな く,..むしろそのような意識に応xる べき対

象の存在に向けられた問いを含んでいるのである。

ここには大きな視点の転換がある。超越論的な考察が趣味判断の原理に関す

る困惑から脱出できない一方で,こ の見xざ る原理に従 う趣味判断は,美 しい

対象の存在を現に範例的に告知 し続けている。をれは,.ラ イプニッツがそう考

えたようoI"あ る種の恩恵のようにも思われる。趣味判断の現実性は,既 に一

つの歴史を形成 しているよう,V'も思われる。カン トは,単 なる意識の分析 とは

また別Y"そ のような美の歴史 に依拠する必要を感.じたはずである。「あらゆ

る能力や才能の うちでも,趣 味こそは,そ の判断が概念や指令によって規定 さ

れ ることができず,そ れゆえ文化の進行の中で長きにわたって尊重されてきた

実例を最 も必要とする能力である。」(KdU139)そ めような実例としては1自

然美や天才の芸術があげられるわけだが,こ こではまず,カ ソ トがそれらの契

機をどの よう.な意味で導入したのかを問わなければならないQ

「美 しいものの分析論」が趣味判断の対象の存在を括弧に入れざるをzな か

ったのは,.冒 頭 の限定でその美感的性格を本質的なものと見なし,純 粋な趣

味判断から一切の関心を排除 したからだと言って よい。 ところが,超 越論的

な演繹の後では美への関心が復活する。ただそれは,美 学の主観主義化の一

因をカントに帰するH-G,ガ ダマーならそ う望んだであろうようにはη,冒 頭の

.限定を修正するものとしてではない
。む しh,こ の復活は,.「趣味判断が純粋

な美感的判断として与xら れた後に,い かなる関心 もそれに結 び付きえない

、と言 うわけではない」(KdUisz)と い う控え 目な主張によって始まる。つま

り,美 への関心から自然美および天才芸術へ と移行する演繹論の後半の議論

は,趣 味判断の超越論的な演繹の成立を前提 している。 しかし,そ の前提 さ

.れた演繹は判断とその対象との関係を根拠づけることができず,こ の関係の

承認を実例に導かれた現実の判断に任せるしかない。つまり,超 越論的な演

繹 と,そ の妥当性を前提 しながらこれを補 う.範例的な演繹の間には,.あ る種の
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循環がある。

本論 では演繹論の議論を詳細に跡づけることはできないが,以 上の解釈をま

とめれ.ば次のように言xる だろう。つま7,わ たしたちは,自 然の美や天才の

芸術は確実に存在するのだと信じて批判的な問いを撤回す るわけに もいかない

し,ま た批判的な問いもそれ自身で充足するわけではない。む しろ,趣 味判断

に関する循環 しつつある二重の演繹の両端を,つ まり美の原理に関す る困惑と,

現に主体 と対象世界との間に結ぽれつつある幸福な関係への信頼 とを,同 時に

維持していくことこそが必要なのである。だが,こ の結論はあまりにも当然の

結論のように思われる。とい うのも,も し,美 しいものが世界に与えられてい

るという確信がなければ,そ れに関す る判断の原理に関して困惑す ることもあ

りえないし,も し原理に関して困惑す ることがなければ,美 が得難いものとし

て喜びをもって享受されることもないだろうから。そして,こ のような困惑と

満足 との関係がなければ,そ もそも誰 も.美について語ろ うとは しないだろう。

それゆx.わ たしたちが問わなければならないのは,美 に関す る困悪がいま

だ息づいているか どうか,言 いxれ ば,.わ たしたちは進んで美について語

ろ うと欲するか どうかとい うことである。この聞いは,カ ソトが.「美 しい もの

の分析論」で示 したように,共 通感覚 というものを問題にす ることがいまだ可

能なのかという疑問に関係する。カントが広げられた思考様式 と呼ぶ もの,つ

まり 「あらゆる他者の位置に身を置いて考zる こと」(KdU158)へ と接近す

ることができるかどうかは,こ の種の困惑への態度にかかっているように思わ

れる。わたしたちは,さ まざまな関心に支配され,学 習可能なも.のに依存 して,

独自なものや驚 きを与zる ようなものの存在に無感覚になってはいないだろう

か。

(やはた ひでゆき 博士後期課程一回生)

7)ガ ダマ ー の指 摘 は 解 釈 史 的 に は 正 しいか も しれ な い 。 しか し,意 識 の立 場 を 芸 術 の

理解 に まず く適用 した の は カ ン ト自身 で は な い。 超 越論 的 な 議論 に依 拠 すれ ば,美 的

意 識 は それ 自体 では 困 惑 に 陥 らざ るを え な い こ とが か え って 明 らか に な るは ず で あ るQ

cf.Hans一 一GeorgGadamer,"WahrheitandMethode"(1960),.S.39ff.こ の 部 分 の 邦

訳(isss,法 政)あ り。
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